
 

調達要求番号：４ＳＢ０１Ｃ３０００３ 

 

1 適用範囲 

この仕様書は，令和６年度自衛隊福岡地方協力本部で使用する都市ガスについて規定する。 

 

1.2 用語及び定義 

 本仕様書で用いる用語及び定義は，次による。 

1.2.1 

予定最大時間流量 

 １年を通じての１時間あたりの最大ガス使用量をいい，原則としてこれを超えないものとする。 

1.2.2 

予定都市ガス使用量 

 契約で定める１年間の予定月別都市ガス使用量の合計量をいう。 

 

2 役務に関する要求 

2.1 役務の内容 

自衛隊福岡地方協力本部庁舎の令和６年度都市ガス需給に対し供給を行う。 

2.2 需給場所 

 福岡市博多区竹丘町１－１２ （自衛隊福岡地方協力本部庁舎） 

2.3 供給期間 

自 令和６年４月 １日 午前 ０時 

至 令和７年３月３１日 午後１２時 

2.4 業種及び用途 

 官公署（国家事務） 

 

3 仕様 

3.1 規格等 

a) 供給ガス規格：都市ガス１３Ａ 

b) 供 給 熱 量：４５ＭＪ／ｍ３（ガス小売事業者が定める一般ガス供給約款等による。） 

c) 供 給 圧 力：低圧 
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3.2 予定都市ガス使用量 

a) 予定最大時間流量 ２０㎥／ｈ（うち空調機用１６㎥／ｈ、うち一般用４㎥／ｈ） 

（予定最大時間流量は，一般ガス事業者の基準に基づき算出したものである。） 

b) 予定都市ガス使用量 １６，７５０㎥（うち空調機用１６，６３４㎥、うち一般用１１６㎥） 

c) 予定月別都市ガス使用量については表 1による。 

            表 1－予定月別都市ガス使用量   （単位：㎥） 

使用月 予定使用量 
空調機用 

（低圧） 

一般用 

（低圧） 

４月  ２８１ ２６８ １３ 

５月  ５６１ ５５４ ７ 

６月  １，３８０ １，３７４ ６ 

７月  ２，６４０ ２，６３４ ６ 

８月  ２，８６３ ２，８５８ ５ 

９月  ２，２９４ ２，２８７ ７ 

１０月  ６９７ ６８６ １１ 

１１月  ７４５ ７３１ １４ 

１２月  １，４０２ １，３９２ １０ 

１月  １，６１６ １，６０４ １２ 

２月  １，５１５ １，５０４ １１ 

３月  ７５６ ７４２ １４ 

合計 １６，７５０ １６，６３４ １１６ 

  ※４月～１２月は令和５年度実績 

１月～３月は令和４年度実績 

 

3.3 供給量の検針 

a) 自動検針装置（現状） （無） 

b) ガスの検針方法（現状） 目視検針 

  一般ガス導管事業者が設置した計量器により検針。 

c) 毎月月末検針を基準とし，ガス小売業者が定める営業日に検針を行う事が出来る。ただし，契

約供給終了月末日が供給者側の休日に当たる場合は，当該末日からその直前の営業日に繰り上

げて検針しても良い。この場合，月末に検針したものとする。 

d) 計量器の構成（現状）については表 2による。 

 

           表 2－計量器の構成（現状） 

品  名 型 式 数量 備 考 

Ｎ型ガスメーター ＧＣ１６ １器 
細部は， 

図 1による。 

マイコンメーター ＪＢ４ １器 
細部は， 

図 2による。 
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            図 1－Ｎ型ガスメーター           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 2－マイコンメーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) ガス供給設備の財産分界点 

  需給場所構内におけるガスメーターを除く，全てのガス関連設備は自衛隊福岡地方協力本部の 

  所有物である。 

f) 料金制度 

  基本料金とガス量料金に基づく二部料金制等，各社ごとに設定することができるものとする。 

g) ガス料金の算定 

 1) 基準平均原料価格は，８５，３５０円／トンを基準とする。なお，石油石炭税等租税課金は 

ＬＮＧ１，８６０円／トン，ＬＰＧ１，８６０円／トンとする。 

 2) ガス料金価格は，ガス小売事業者の一般ガス供給約款等に基づく原料費調整制度に準じ，調

整を行うものとする。 

h) 算定期間 

  ガス小売業者が定める約款の規定により，１箇月毎に算定を行うものとする。 

なお，詳細については協議の上，確認・決定するものとする。 

 

4 監督・検査 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 
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5 保安 

 ガス小売業者はガス事業法に定めるところにより，ガス工作物の端末バルブより先に接続される

消費ガス機器の調査，危険発生防止の周知に関する保安責任を負うものとする。 

 

6 その他 

 突発的な不測事項等が発生した場合は，速やかに契約担当官等に申し出でて協議の上，解決する

ものとする。 

 

7 仕様書に関する疑義 

 仕様書の内容について疑義を生じた場合は，全て契約担当官等に申し出てその指示を受けるもの

とする。 
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